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（１）計画策定の趣旨 

犯罪等の被害者やそのご家族、ご遺族の方々（以下「犯罪被害者等」といいます。）

は、犯罪等により命を奪われる、家族を失う、けがをするなどの直接的な被害のみなら

ず、経済的負担、さらには周囲の者からの偏見、無理解等に起因する心ない言動、誹謗

中傷等による精神的苦痛や身体の不調等の二次的被害に苦しめられています。 

このような状況にある犯罪被害者等が、地域社会において再び安全で安心な日常生

活を営むことができるようにするためには、国、県、市町村その他の関係行政機関をは

じめ、関係する主体が相互に連携し、犯罪被害者等に寄り添った、きめ細かで、実効性

のある取組が必要です。 

県では、平成１６年に、全国初となる宮城県犯罪被害者支援条例（以下「改正前条例」

といいます。）が施行されましたが、施行から既に２０年が経過し、県議会により被害

者等の現状に合わせた見直しの検討がなされて全面改正に至り、令和６年４月１日か

ら宮城県犯罪被害者等支援条例（以下「支援条例」といいます。）として施行されまし

た。 

また、支援条例の所管が宮城県公安委員会（以下「公安委員会」といいます。）から

知事部局に改められ、雇用の確保、心理的外傷や経済的困窮等に係る中長期的かつ総合

的な支援に取り組むこととされたものです。 

 

（２）計画の位置づけ 

   支援計画は、支援条例第９条に基づき、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画

的に推進するため、犯罪被害者等のための施策の基本的な考え方や具体的な取組等に

ついて定めたものであり、県民及び支援条例第２３条により設置された「宮城県犯罪被

害者等支援審議会」の意見を踏まえて知事が策定するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 計画の基本的事項 

１ 計画策定の趣旨及び位置づけ等 
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また、本県の県政運営の基本的な指針である「新・宮城の将来ビジョン」の取組１４

「暮らし続けられる安全安心な地域の形成」や SDGs の目標５「ジェンダー平等を実

現しよう」、目標１６「平和と公正をすべての人に」及び目標１７「パートナーシップ

で目標を達成しよう」の達成にも寄与するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）本計画の対象となる「犯罪等」 

   本計画において、「犯罪等」とは、支援条例第２条第１号に規定する「犯罪及びこれ

に準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為」をいうものとします。 

   支援条例に規定する「犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為」の意義

については、宮城県犯罪被害者等支援条例逐条解説（令和５年１１月宮城県犯罪被害者

支援条例見直し検討会）により次のとおり解説されており、本計画もこの考え方に立ち、

施策を盛り込んでいます。 

・「犯罪」とは、個人の生命、身体又は財産上に危害を及ぼす行為など、 刑法その他 

の刑罰法規の規定により、刑罰を科せられる行為をいいます。 

・「これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為」とは、刑罰を科せられるまでの行

為ではないが、それに類似する行為であって、行為の相手方の心身に有害な影響を

及ぼす性質を有する行為をいいます。 

・犯罪等の種別、故意犯・過失犯の別、事件の起訴・不起訴の別、確定判決の有無に

よらず対象に含みます。 

 

（４）本計画に盛り込む施策 

   本計画は、（２）のとおり知事が策定するものですが、犯罪被害者等に寄り添った支

援を推進するためには（１）のとおり国、県、市町村その他の関係行政機関をはじめ、 

関係する主体が相互に連携する必要があります。このため、本計画に盛り込む施策は、

知事部局や、警察本部、教育庁等、県のもののみならず、後述の「宮城県犯罪被害者等

支援連絡協議会」の構成機関・団体のものを含むものとします。ただし、同協議会には

本計画の策定時点で６９の構成機関・団体があり、全ての施策を網羅することは困難で

あることから、一定程度、概括的な記載や、抜粋した記載にとどめるとともに、類似の

施策は統合して記載することとしました。 
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  なお、各機関や団体の詳細な実績等については、４の「進行管理」において報告・公表

することとします。 

 

  支援条例第３条では、基本理念として次の４つが定められています。 

  ○犯罪被害者等は、個人としての尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障

される権利が尊重されること。 

  ○犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害

者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われるとともに、再被害及

び二次的被害が生じることのないよう十分に配慮されること。 

  ○犯罪被害者等が日常生活を平穏に営み、安心して暮らすことができるよう、一人ひと

りに寄り添った必要な支援が途切れることなく提供されること。 

  ○国、県、市町村その他の関係行政機関、民間支援団体等による相互の連携及び協力の

もとに推進されること。 

これらの基本理念が支援計画に関わる全ての主体が共有すべき規範として定められて

いることから、各施策については、これらの基本理念をもとに、犯罪被害者等の立場に立

って推進します。 

 

  支援計画の期間は、国の「第４次犯罪被害者等基本計画」との整合を考慮し、第１期計

画期間を令和７年度のみ（単年度）に設定します。 

区分 ～R5 R6 R7 R8～ 

条例 改正前条例 支援条例 

県 改正前条例の計画（※） 第 1期 第 2期 

国 4次 5次 

※従前の犯罪被害者支援推進計画（平成１７年２月策定、平成２９年１月改訂）は、支

援条例附則第２項において、支援条例第９条の規定により策定された支援計画とみ

なすこととされています。 

 

本計画に盛り込んだ施策については、条例第２８条に基づき、令和７年度にその取組状

況を議会に報告するとともに、宮城県ホームページ等に掲載（公表）します。 

また、取組状況の進捗、犯罪被害者等を取り巻く環境や求められるニーズの変化、後述

する「宮城県犯罪被害者等支援審議会」での審議等を踏まえ、適切に計画を見直し、第２

期計画に反映することとします。 

２ 基本理念 

３ 計画期間 

４ 進行管理 
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（犯罪被害者等の状況について、以下のデータを記載予定。この際、可能であれば、全国

と県内の比較を行う。） 

 

（１） 刑法犯の認知・検挙状況 

（２） 重要犯罪等の認知・検挙状況 

（３） 交通事故の発生状況 

 

（１） みやぎ被害者支援センター相談取扱件数の推移 

（２） 性暴力相談支援センターみやぎ相談取扱件数の推移 

（３） 児童虐待 

（４） 障がい者虐待・高齢者虐待 

（５） DV 被害 

 

生活の変化、心身の変化・孤立、経済的状況、二次的被害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 犯罪被害者等の現状 

１ 県における犯罪等の現状 

２ 県における犯罪被害等に関する相談の状況 

３ 犯罪被害者等が置かれている状況 
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支援計画では、支援条例第１条に掲げられた「犯罪被害者等が受けた被害の回復又は軽減

及び犯罪被害者等の生活の再建を図ること並びに犯罪被害者等を社会全体で支え、誰もが

安全に安心して暮らすことができる社会」の実現に向けて、次の４つの「基本目標」を設定

し、それぞれの目標に沿って「基本的施策」を実施します。 

 

【基本目標・基本的施策】 

基本的施策 1   安全の確保（第 12 条） 

基本的施策 2   保健医療サービス及び福祉サービスの提供（第 17 条） 

 

基本的施策 3   居住の安定（第 13 条） 

基本的施策 4   雇用の安定（第 14 条） 

基本的施策 5   損害賠償の請求に関する支援（第 15 条） 

基本的施策 6   経済的負担の軽減（第 16 条） 

 

基本的施策 7   相談及び情報の提供等（第 11 条） 

基本的施策 8   民間支援団体等に対する支援（第 18 条） 

基本的施策 9   人材の育成（第 19 条） 

基本的施策 10   被害が潜在化しやすい犯罪被害者等に対する支援（第 21 条） 

基本的施策 11   県民が県外で発生した犯罪等の被害を受けた場合等の支援 

（第 22 条） 

 

基本的施策 12   学校における教育の実施（第 20 条） 

基本的施策 13   普及啓発（第 25 条） 

基本的施策 14   調査研究（第 26 条） 

 

 

第３章 施策推進の考え方 

１ 施策体系 

基本目標 1 精神的・身体的被害の回復・防止への取組 

基本目標 2 損害回復・経済的支援等への取組 

基本目標 3 支援等のための体制整備への取組 

基本目標 4 県民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組 
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施策の推進にあたっては、国、県、市町村その他の関係行政機関をはじめ、関係する主体

が相互に連携を図るため、県は、社会全体で犯罪被害者等支援に取り組む総合的な支援推進

体制を以下のとおり構築します。 

なお、施策の推進には多様な主体が関わりますが、第１章１（４）のとおり、本計画に盛

り込む施策は、「宮城県犯罪被害者等支援連絡協議会」の構成員をはじめとした関係機関、

団体のものとします。 

 

（１）宮城県犯罪被害者等支援審議会 

支援条例第２３条により設置された有識者で構成する「宮城県犯罪被害者等支援審

議会」において、支援計画及び犯罪被害者等のための施策の重要事項を審議します。 

 

（２）宮城県犯罪被害者等支援連絡協議会 

支援条例第２４条により設置された関係行政機関や民間支援団体で構成する「宮城

県犯罪被害者等支援連絡協議会」において、構成機関・団体の相互協力及び連携の下に

総合的な支援体制を構築し、犯罪被害者等の求めに応じた支援を推進します。 

 

（３）市町村との連携 

市町村は、住民に最も身近な基礎自治体として、生活を支援する制度・サービスを所

管していることから、被害者等の居住市町村と協力し、必要な支援を行います。 

また、市町村を対象とした会議や研修会を開催し、本計画や支援施策に関する情報提

供を行うとともに、具体的な支援方法の共有などを行い、市町村との連携・協力体制を

構築します。 

 

（４）民間支援団体との連携・協働 

犯罪被害者等の様々なニーズや心情をくみ取り、きめ細かな支援を長期にわたり提

供できる点や素早い意思決定による迅速な対応ができる民間支援団体の強みを活かす

ため、適切な情報の提供や助言等、多角的な支援を行います。 

 

（５）県民、事業者との連携 

  県民や事業者が、犯罪被害者等支援のための施策の重要性について理解を深め、積極

的に参加できるような気運の醸成や環境の整備に向けた取組を行います。 

 

 

 

２ 推進体制 
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本章では、「基本的施策」内の具体的施策を記載するとともに、施策に関連する「宮城県

犯罪被害者等支援連絡協議会」の構成機関・団体名を（）内に記載しています（第１章１（４）

のとおり、類似の施策は統合して記載したため、（）内の機関・団体が具体的施策内の取組

の全てを実施しているものではありません。）。 

 なお、構成機関・団体名については、以下の表に基づき、略称を記載することとします。 

機関・団体名等 略称 

【国】 【国】 

法務省 宮城刑務所 宮城刑務所 

東北少年院 東北少年院 

青葉女子学園 青葉女子学園 

仙台地方検察庁 仙台地方検察庁 

仙台矯正管区 仙台矯正管区 

仙台法務局人権擁護部 仙台法務局 

東北地方更生保護委員会 更生保護委員会 

仙台保護観察所 仙台保護観察所 

厚生労働省 宮城労働局 宮城労働局 

国土交通省 東北運輸局 東北運輸局 

第二管区海上保安本部 第二管区海上保安本部 

宮城海上保安部 宮城海上保安部 

 

【宮城県】 【県】 

総務部 私学・公益法人課 私学・公益法人課 

企画部 地域交通政策課 地域交通政策課 

環境生活部 共同参画社会推進課 共同参画社会推進課 

消費生活・文化課 

消費生活センター 

消費生活センター 

保健福祉部 社会福祉課 社会福祉課 

長寿社会政策課 長寿社会政策課 

子ども・家庭支援課 子ども・家庭支援課 

障害福祉課 障害福祉課 

精神保健推進室 精神保健推進室 

中央児童相談所 児童相談所 

北部児童相談所 児童相談所 

第４章 犯罪被害者等を支える１４の基本的施策 
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機関・団体名等 略称 

保健福祉部 東部児童相談所 児童相談所 

女性相談支援センター 女性相談支援センター 

精神保健福祉センター 精神保健福祉センター 

経済商工観光部 雇用対策課 雇用対策課 

土木部 住宅課 住宅課 

教育庁 義務教育課 義務教育課 

特別支援教育課 特別支援教育課 

労働委員会事務局 審査調整課 審査調整課 

 

【仙台市】 【仙台市】 

市

民

局 

市民活躍推進部男女共同参画課 男女共同参画課 

生活安全安心部 
市民生活課 市民生活課 

消費生活センター 消費生活センター 

健康 

福祉局 

障害福祉部精神保健福祉 

総合センター 

精神保健福祉総合センター 

こども

若者局 

こども家庭部こども家庭保健課 こども家庭保健課 

こども若者支援部 

こども若者相談支援センター 

こども若者相談支援センター 

児童相談所 児童相談所 

教育局 学校教育部教育相談課 教育相談課 

 

【団体】 【団体】 

公益社団法人 宮城県医師会 （公社）宮城県医師会 

宮城県精神保健福祉協会 （公社）宮城県精神保健福祉協会 

みやぎ被害者支援センター （公社）みやぎ被害者支援センター 

公益財団法人 

宮城県暴力団追放推進センター 

（公財）宮城県暴力団追放推進センター 

社会福祉法人仙台いのちの電話 （福）仙台いのちの電話 

独立行政法人 

自動車事故対策機構仙台主管支所 

（独）自動車事故対策機構仙台主管支所 

仙台弁護士会 仙台弁護士会 

日本司法支援センター宮城地方事務所 日本司法支援センター宮城地方事務所 

宮城県臨床心理士会 宮城県臨床心理士会 
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機関・団体名等 略称 

【事業者】 【事業者】 

公益社団法人宮城県宅地建物取引業協会 （公社）宮城県宅地建物取引業協会 

 

【宮城県警察本部】 【警察】 

警務部警務課 警務課 

生活安全部 生活安全企画課 生活安全企画課 

県民安全対策課 県民安全対策課 

少年課 少年課 

刑事部 捜査第一課 捜査第一課 

捜査第三課 捜査第三課 

組織犯罪対策局 

組織犯罪対策第一課 

組織犯罪対策第一課 

交通部交通指導課 交通指導課 
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【現状と課題】 犯罪被害者等は、加害者から再び危害を加えられるのではないかという不

安を抱えている一方、被害が原因で心身の不調に見舞われる方も多く、刑事

手続への関与は、被害者等にとって精神的負担が非常に大きいという現状

があります。 

 また、報道機関等により、プライバシーが侵害される等の二次的被害を受

けることがあります。 

【施策の方向】 犯罪被害者等の精神的・身体的被害の軽減・回復を図るため、被害者等の

ニーズを早期に把握した上で、保護施設等に関する情報提供、利用促進及び

斡旋等の支援、刑事手続の負担軽減のための支援を行うほか、地域における

パトロール活動等の防犯指導を実施することにより、日常の安全確保の継続

に努めます。 

 また、プライバシーの保護や、心身の状況に応じた保健医療サービスや福

祉サービスの提供体制の整備に努めます。 

【具体的施策】 

No. 施策名 施策の概要 

1 犯罪被害者等へ

の緊急避難場所

の情報提供及び

同行支援 

公判への付添や精通弁護士の紹介など、犯罪被害者等のニー

ズに沿った支援活動を行います。特に、性犯罪等の相談案件に

ついては、緊急避難場所の情報提供や宿泊費等の助成、避難場

所への同行支援等を行います。（共同参画社会推進課【県】、

（公社）みやぎ被害者支援センター【団体】、警務課【警察】） 

2 DV 被害者等に対

する支援 

DV 被害者等に対し、保護命令制度の利用支援、住民基本台

帳事務における支援措置を実施するほか、DV 被害者避難先確

保に取り組む市町村への補助を実施します。【施策 10 に関連】

（子ども・家庭支援課、女性相談支援センター【県】、市民生

活課、児童相談所【仙台市】、県民安全対策課【警察】） 

3 要保護女性・児童

に対する支援 

警察官等と連携し、女性・児童の安全確保に努めるほか、状

況に応じて一時保護や施設入所等を実施します。【施策 10 に

関連】（女性相談支援センター【県】、各児童相談所【県・仙

台市】） 

4 法律相談の実施 DV、ストーカー、児童虐待を受けている被害者や、犯罪被害

者等の弁護士の利用を支援します。（日本司法支援センター宮

城地方事務所【団体】） 

 

基本目標１ 精神的・身体的被害の回復・防止への取組 

基本的施策 1  安全の確保（第 12 条） 
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No. 施策名 施策の概要 

5 再被害防止対策 「再被害防止対策要綱」による再被害防止措置対象者への支

援や、希望者に対する地域警察官の訪問・連絡を行います。（警

務課、組織犯罪対策第一課【警察】） 

6 ストーカー事案

対応 

ストーカー事案について、検挙、指導や警告等の措置に加え、

精神科医療機関等の協力を得て、加害者の更生と再発防止に向

けた取組を推進します。（県民安全対策課【警察】） 

7 「被害者等通知

制度」の運用及び

加害者の矯正処

遇・教育の実施 

犯罪被害者等に対する加害者の処遇情報の提供や、被害者の

心情等を踏まえた矯正処遇及び教育を実施します。（宮城刑務

所、東北少年院、青葉女子学園、仙台地方検察庁、更生保護委

員会、仙台保護観察所【国】） 

8 学校における心

のケア 

重大事件等が発生した場合に、市教委が臨床心理士やスクー

ルカウンセラーを当該校に派遣し、心のケアを行います。（教

育相談課【仙台市】） 

9 犯罪被害防止の

ための防犯活動 

「みやぎ Security メール」やホームページ等を通じた防犯情

報の提供や、防犯ボランティア団体、学校防犯巡視員等による

防犯活動を推進します。（教育相談課【仙台市】、生活安全企

画課、県民安全対策課【警察】） 

10 特殊詐欺電話撃

退 

被害に遭いやすい高齢者がいる家庭を対象とした特殊詐欺

電話を撃退する環境づくりを進めます。（生活安全企画課【警

察】） 

11 刑事手続時の負

担軽減 

捜査、公判等の刑事手続において、犯罪被害者等の事情聴取

時の配慮や、付添支援を行います。（仙台地方検察庁、第二管

区海上保安本部、宮城海上保安部【国】、（公社）みやぎ被害

者支援センター【団体】、捜査第一課、交通指導課【警察】） 

12 インターネット

上の人権侵害対

応 

人権侵害情報について相談を受けた場合、相談者の意向に応

じて、その情報の削除依頼などの方法について助言するほか、

法務局の調査の結果違法性が認められた侵害情報については

プロバイダ等に対する削除要請を行います。（仙台法務局【国】） 

13 個人情報保護の

徹底 

犯罪被害者等の個人情報は、機関内での管理のみならず、関

係機関と共有する場合も含め、関係法令等に基づき厳重に保護

します。【各機関】 

 

 

 



12 

 

No. 施策名 施策の概要 

14 二次的被害の防

止 

犯罪被害者等の情報が公表、報道されることによる二次的被

害の防止のため、捜査、公判、報道等による配慮を行うととも

に、関係者の研修を行います。（仙台地方検察庁、第二管区海

上保安本部、宮城海上保安部【国】、仙台弁護士会【団体】、

警務課、交通指導課【警察】） 

15 「心情等聴取・伝

達制度」の運用 

標記制度により、加害者に対する被害者の心情等の伝達結果

等を提供するほか、制度を円滑に利用できるよう関係機関・団

体との連携を図りながら体制整備に努めます。（宮城刑務所、

東北少年院、青葉女子学園、仙台矯正管区、仙台保護観察所

【国】） 

16 「被害者参加制

度」及び「意見陳

述制度」の運用 

標記制度を利用する被害者等に対し、付添等を含めた適切な

サポートを行うことで、再被害・再加害の防止に寄与します。

（仙台地方検察庁【国】） 

17 「意見等聴取制

度」の運用 

標記制度に関する問合せに応じ、手続の説明等を行うほか、

同制度における援助（助言、付添い、同席、代筆）を行います。

（更生保護委員会、仙台保護観察所【国】） 

18 「被害者連絡制

度」の運用 

捜査の状況、被疑者の逮捕や検察庁への送致状況等について

犯罪被害者等が希望した場合に連絡するほか、相談内容に応じ

て、警察、検察庁等の支援制度、民間被害者支援団体における

支援制度の情報を提供します。（第二管区海上保安本部、宮城

海上保安部【国】） 

 

【具体的施策】 

No. 施策名 施策の概要 

1 障がいを有する

犯罪被害者等へ

の支援 

障がい者及び犯罪被害によって障がいを有することとなっ

た方が障がい福祉施策の利用を要する際は、「障害者就業・生

活支援センター」や「宮城県障害者福祉センター」を通じて必

要な支援、助言等を行います。【施策 10 に関連】（障害福祉課

【県】） 

 

 

 

 

 

基本的施策 2  保健医療サービス及び福祉サービスの提供（第 17 条） 
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No. 施策名 施策の概要 

2 精神保健福祉の

相談機関におけ

る支援 

各保健福祉事務所（保健所）における精神科医、保健師等に

よる精神保健福祉相談や、「こころの相談電話」、「はあとラ

イン」、「自死対策推進センター相談電話」及び来所相談によ

り犯罪被害者からの相談に適切に対応します。（精神保健推進

室、精神保健福祉センター【県】、精神保健福祉総合センター

【仙台市】） 

3 女性のための相

談機関における

支援 

女性相談支援センターやコスモスハウスにおいて、困難な問

題を抱える女性の保護及び支援を実施するほか、女性のための

専門電話相談により、犯罪被害者等を含む困難を抱える女性へ

の助言、情報提供の支援を行います。（子ども・家庭支援課【県】） 
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【現状と課題】 犯罪被害者等は、自宅やその近辺で犯罪被害を受けたことにより、転居を

余儀なくされることや、犯罪被害が原因で仕事の継続が困難になる場合が

あるほか、犯罪被害により生計維持者が亡くなることで生活基盤となって

いた収入を失う場合があるなど、様々な経済的被害を受けているため、生活

面でのあらゆる支援が必要です。 

 また、被害回復に向けた損害賠償請求等、適切な権利行使が困難なことが

あります。 

【施策の方向】 犯罪被害者等の経済的負担の軽減・回復を図るため、国からの給付金の

支給のみならず、県及び市町村からも見舞金を給付するほか、居住、雇用

等の生活面における支援、損害賠償請求等の各種制度の情報提供、捜査活

動等に伴う諸経費の公費負担、被害金品の早期回復等に努めます。 

【具体的施策】 

No. 施策名 施策の概要 

1 県営住宅の活用

による支援 

住宅に困窮する犯罪被害者等について、一般世帯に比べ県営

住宅の当選確率を 2 倍とする優遇措置を講じるとともに、当該

住宅に居住し続けることが困難となった犯罪被害者等に対し

て、県営住宅等の目的外使用により、原則 3 か月以内の期間、

住居を提供します。（住宅課【県】） 

2 民間賃貸住宅等

による住宅セー

フティネットの

充実 

住宅セーフティネット制度の効果的な運用に向け、みやぎ住

まいづくり協議会において、住宅確保要配慮者の賃貸住宅等へ

の円滑な入居に向けた取組を実施します。（住宅課【県】） 

3 民間賃貸住宅の

媒介等に関する

支援 

県警察本部と公益社団法人宮城県宅地建物取引業協会との

協定に基づき、民間賃貸住宅の媒介及び入居契約時の媒介手数

料（家賃約 1 か月分）を無料にする等の支援を行います。（（公

社）宮城県宅地建物取引業協会【事業者】、警務課【警察】） 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標２ 損害回復・経済的支援等への取組 

基本的施策 3  居住の安定（第 13 条） 
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【具体的施策】 

No. 施策名 施策の概要 

1 「犯罪被害者等

の被害回復のた

めの休暇制度」の

周知 

企業等に対し、導入事例集や、「働き方・休み方改善ポータ

ルサイト」等を活用し、普及に向けた周知啓発を行います。（宮

城労働局【国】） 

2 就職支援窓口の

運営 

「みやぎジョブカフェ」や「みやぎシゴトサポートセンタ

ー」、「みやぎ女性のキャリア・リスタート支援センター」等

において、犯罪被害者等の就職を支援します。（雇用対策課

【県】） 

3 労働相談及び個

別労使紛争あっ

せんの実施 

犯罪被害者等の雇用に関係する相談を含め、労使双方から寄

せられる労働相談に対応し、労使間で生じた紛争の解決を図る

ほか、相談内容に応じて関係機関を紹介します。（審査調整課

【県】） 

 

【具体的施策】 

No. 施策名 施策の概要 

1 「仙台弁護士会

犯罪被害者サポ

ートセンター」に

よる弁護士選任

支援 

資力のない被害者等に対し、標記センターによる弁護士選任

支援を行うとともに、被害者等がその支援を速やかに受けられ

るよう関係機関による同センターの周知に努めます。（仙台地

方検察庁【国】、仙台弁護士会、（公社）みやぎ被害者支援セ

ンター【団体】、【警察】） 

2 損害賠償に係る

各種制度の情報

提供 

通常の民事上の損害賠償のほか、「損害賠償命令制度」等に

関する情報提供や、犯罪被害者等の支援を行っている機関、団

体の窓口を案内します。(仙台地方検察庁【国】、地域交通政策

課【県】、日本司法支援センター宮城地方事務所【団体】、交

通指導課【警察】) 

 

 

 

 

 

 

基本的施策 4  雇用の安定（第 14 条） 

基本的施策 5  損害賠償の請求に関する支援（第 15 条） 
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【具体的施策】 

No. 施策名 施策の概要 

1 犯罪被害給付制

度の周知・運用 

犯罪被害給付制度の周知を図るとともに、制度の対象となり

うる犯罪被害者等に対しては、制度に関する権利や手続きにつ

いて十分な説明を行い、事案の内容に即した迅速な裁定に努め

ます。（仙台弁護士会【団体】、警務課【警察】） 

2 犯罪被害者等見

舞金の給付 

犯罪行為により亡くなられた方のご遺族、又は重傷病を負わ

れた犯罪被害者の方に対して、見舞金を給付します。（共同参

画社会推進課【県】） 

3 刑事手続等にお

ける経費負担の

軽減 

犯罪被害者等に対し、リモートによる事情聴取を行うことに

より、刑事手続に関連する旅費負担を軽減するほか、「心情等

伝達制度」における旅費の支給や聴取場所の調整等を行うこと

により、犯罪被害者等の経済的負担を軽減します。（宮城刑務

所、東北少年院、青葉女子学園、仙台地方検察庁【国】） 

4 「公費負担制度」

の運用等 

犯罪発生時に要する検案書料、初診料、診断書料、性感染症

検査料、緊急避妊措置料、遺体搬送料等や、司法解剖に係る費

用について、公費により負担します。（第二管区海上保安本部、

宮城海上保安部【国】、警務課【警察】） 

5 一時避難に要す

る費用の負担 

一時保護所及び女性相談支援施設に入所中の DV 被害者等に

対する費用の貸し付けを行うほか、ストーカー・DV 事案の被

害者等に対し、ホテル等の宿泊施設への一時避難に伴う費用を

負担します。【施策 10 に関連】（子ども・家庭支援課【県】、

県民安全対策課【警察】） 

6 被害品の早期発

見と還付 

盗品処分予想先業者への捜査を行うほか、自転車の盗難に関

し、撤去自転車の照会による被害車両の早期還付を推進しま

す。（捜査第三課【警察】） 

7 犯罪の水際対策

の実施 

盗品等の保全に向け、出入国在留管理庁・税関・海上保安庁

等による犯罪の水際対策を推進します。（組織犯罪対策第一課

【警察】） 

8 特殊詐欺事件の

早期対応 

特殊詐欺事件の被疑者の早期検挙や、金融機関との連携によ

る被害金振込先口座の早期凍結等により、被害回復を推進しま

す。（組織犯罪対策第一課【警察】） 

9 緊急支援金の支

給 

犯罪被害等に起因する費用の支弁が困難で、かつ緊急に支援

が必要な被害者に対し、転居費用、交通費等の緊急支援金を支

給します。（（公社）みやぎ被害者支援センター【団体】） 

基本的施策 6  経済的負担の軽減（第 16 条） 
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No. 施策名 施策の概要 

10 自動車事故の被

害者への支援 

自動車事故の被害者に対し、「介護料支給制度」及び「交通

遺児等育成資金貸付制度」による支援を実施します。（（独）

自動車事故対策機構仙台主管支所【団体】） 
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【現状と課題】 犯罪被害者等の支援内容等に関することはあまり知られていない上、その

ニーズはより複雑化しています。 

 また、子ども、障がい者、高齢者、性犯罪・性暴力被害者、DV 被害者等は

自ら被害を訴えることが困難で被害が潜在化しやすいとされ、県内でもその

相談件数は増加傾向にあります。 

 さらに、その対応等にあたる支援担当者の負担が増しており、支援担当者

が犯罪被害者等と同様のストレス状態に陥る代理受傷が起こりやすい状態

となっています。 

【施策の方向】 犯罪被害者等に対し十分な支援体制を確立するため、犯罪被害者等が必要

とする情報を早期に提供するほか、民間支援団体への活動支援の促進に努め

ます。 

 また、被害者支援への意識の啓発と専門的知識の習得に向けた研修等を実

施し、支援担当者の代理受傷の予防に配慮しながら、人材の育成及び資質の

向上に取り組みます。 

 潜在化しやすい被害や県外で受けた被害等についても、各機関の専門性を

生かした途切れない支援を行います。 

【具体的施策】 

No. 施策名 施策の概要 

1 各種相談窓口で

の相談対応 

 各機関において、次のような相談窓口を設置し、犯罪被害者

等からの相談に対応するとともに、各種情報提供を行います。 

（例） 

・犯罪被害者等支援のための総合相談窓口【県、仙台市】 

・性暴力被害相談支援センター宮城（【県】、（公社）みや

ぎ被害者支援センター【団体】） 

・性犯罪相談電話「#8103（ハートさん）」【警察】 

・女性相談支援センター【県】 

・仙台市配偶者暴力相談支援センター【仙台市】 

・児童相談所【県、仙台市】 

・児童生徒の相談窓口【県、仙台市】 

・交通事故相談室（東北運輸局【国】、【県】、【仙台市】、 

（独）自動車事故対策機構仙台主管支所【団体】） 

・消費生活相談窓口【県、仙台市】 

・人権相談（仙台法務局【国】） 

基本目標 3 支援等のための体制整備への取組 

基本的施策 7  相談及び情報の提供等（第 11 条） 
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・暴力団相談窓口 

（（公財）宮城県暴力団追放推進センター【団体】、組織

犯罪対策第一課【警察】） 

2 犯罪被害者支援

制度の広報や周

知 

各機関相互に、犯罪被害者等支援制度に関する情報をホーム

ページ、リーフレット、ポスター、大会等において広報し、周

知を進めます。【各機関】 

 

【具体的施策】 

No. 施策名 施策の概要 

1 DV被害者等支援

団体に対する支

援 

民間支援団体の SNS 相談事業や民間シェルター事業などの

取り組みや、自助グループの安定的な活動を支援します。（子

ども・家庭支援課【県】、男女共同参画課【仙台市】） 

2 犯罪被害者等の

自助グループに

対する支援 

活動場所の確保や紹介、活動時におけるファシリテーターと

しての参加などを通じ、犯罪被害者等の自助グループ活動を支

援します。（（公社）みやぎ被害者支援センター、宮城県臨床

心理士会【団体】、警務課【警察】） 

3 自死遺族支援団

体に対する支援 

自死遺族支援わかちあいのつどい「すみれの会」を実施する

ほか、会の周知のため、関係機関、一般市民への情報提供を行

います。（（福）仙台いのちの電話【団体】） 

4 犯罪被害者等早

期援助団体に対

する支援 

犯罪被害者等早期援助団体である（公社）みやぎ被害者支援

センターの行う相談、広報、調査研究、人材養成事業を支援す

るほか、寄附型自動販売機の設置促進や、賛助会員拡充などの

財政基盤強化を支援します。（共同参画社会推進課【県】、市

民生活課【仙台市】、警務課【警察】） 

5 性暴力被害相談

支援団体に対す

る支援 

（公社）みやぎ被害者支援センターが運営する「性暴力被害

相談支援センター」において行う電話・面接・メール相談、付

添支援、法律相談等の支援体制の構築を支援するほか、一時避

難に伴う宿泊費用の助成等の事業を行うための支援をします。

【施策 10 に関連】（共同参画社会推進課【県】、（公社）みや

ぎ被害者支援センター【団体】、警務課【警察】） 

 

 

 

 

 

基本的施策 8  民間支援団体等に対する支援（第 18 条） 
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【具体的施策】 

No. 施策名 施策の概要 

1 犯罪被害者等を

支援する各機関

の職員の育成 

犯罪被害者等支援に携わる次のような職員等に対し研修等

（例：当事者・支援者による講話、代理受傷の予防・対処をす

るための研修、事例検討会）を実施します。 

（例） 

・宮城県犯罪被害者等支援連絡協議会【県】 

・「心情等伝達制度」担当者（宮城刑務所等【国】） 

・司法修習生（仙台地方検察庁【国】） 

・被害者担当保護司（更生保護委員会等【国】） 

・交通事故相談員（地域交通政策課【県】） 

・各自治体担当者【県、仙台市】 

・DV 担当者 

（子ども・家庭支援課等【県】、男女共同参画課【仙台市】） 

・児童虐待担当者 

（子ども・家庭支援課等【県】、こども家庭保健課【仙台

市】） 

・学校の教職員やスクールカウンセラー【県、仙台市】 

・犯罪被害者支援に携わる相談員、警察官 

（（公社）みやぎ被害者支援センター【団体】、【警察】） 

・法医学関係者（宮城県医師会【団体】） 

2 犯罪被害者等を

支援する県民、事

業者の育成 

県民及び事業者が、犯罪被害者等支援の理解を深め、協力い

ただくための研修等を実施します。 

（例） 

・民生委員や金融機関職員【県】 

・保育所、幼稚園、児童館等の職員【仙台市】 

・消費生活について学ぶ団体【県、仙台市】 

・デート DV の防止について学ぶ県民【県】 

・高齢者の虐待防止について学ぶ県民【県】 

・不当要求防止責任者 

（（公財）宮城県暴力団追放推進センター【団体】） 

3 死傷者多数事案

に対応する支援

要員の育成 

多数の死傷者が発生する事案に対応するため、被害者支援業

務に精通した警察職員を「指定被害者支援要員」に指定し、発

生直後の初期段階から支援活動を実施します。（警務課【警察】） 

 

基本的施策 9  人材の育成（第 19 条） 
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【具体的施策】 

No. 施策名 施策の概要 

1 要保護児童に対

する支援（一部再

掲） 

警察官等と連携し、児童の安全確保に努めるほか、状況に応

じて一時保護や施設入所等を実施します。【施策 1 に関連】（各

児童相談所【県・仙台市】） 

2 障がいを有する

犯罪被害者等へ

の支援（再掲） 

障がい者及び犯罪被害によって障がいを有することとなっ

た方が障がい福祉施策の利用を要する際は、「障害者就業・生

活支援センター」や「宮城県障害者福祉センター」を通じて必

要な支援、助言等を行います。【施策 2 に関連】（障害福祉課

【県】） 

3 高齢者虐待防止

対策の推進 

高齢者施設等の利用者及び施設職員等からの相談に対する

相談窓口を設置するとともに、市町村等からの要望に応じて現

場に赴き事例共有など、必要な支援を行います。（長寿社会政

策課【県】） 

4 性暴力被害相談

支援センター宮

城の運営 

センターにおいて、警察と連携しながら、性犯罪・性暴力被

害者が相談しやすい多様な相談方法を提供します。【施策 7,8

に関連】（共同参画社会推進課【県】、（公社）みやぎ被害者

支援センター【団体】、警務課【警察】） 

5 性犯罪相談電話

の運用による相

談体制の確立 

性犯罪被害者が相談しやすい環境を整備するため、性犯罪被

害相談電話「#8103（ハートさん）」（全国共通番号）を 24 時

間体制で運用し、相談体制を確立します。【施策 7 に関連】（警

務課【警察】） 

6 性犯罪採取キッ

トの整備 

4 機関協定（県・警察・県産婦人科医会・（公社）みやぎ被

害者支援センター）に基づく協力医療機関のうち、賛同を得ら

れた医療機関に対し、あらかじめ性犯罪採取キットを整備しま

す。（捜査第一課【警察】） 

7 DV 被害者に対

する支援（再掲） 

DV 被害者に対し、保護命令制度の利用支援、住民基本台帳

事務における支援措置を実施するほか、DV 被害者避難策確保

に取り組む市町村への補助を実施します。【施策 1 に関連】（子

ども・家庭支援課、女性相談支援センター【県】、市民生活課、

男女共同参画課【仙台市】） 

 

 

 

基本的施策 10 

被害が潜在化しやすい犯罪被害者等に対する支援（第 21 条） 
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No. 施策名 施策の概要 

8 一時避難に要す

る費用の負担（再

掲） 

一時保護所及び女性相談支援施設に入所中の DV被害者等に

対する費用の貸し付けを行うほか、ストーカー・DV 事案の被

害者等に対し、ホテル等の宿泊施設への一時避難に伴う費用を

公費により負担します。【施策 6 に関連】（子ども・家庭支援

課【県】、県民安全対策課【警察】） 

 

【具体的施策】 

No. 施策名 施策の概要 

1 事件発生地が県

外である場合の

犯罪被害者等へ

の支援 

事件発生地が県外である場合や、県外での被害後に県内に移

住した犯罪被害者等に対しても、本人の要望により、ニーズに

沿った適切な支援を実施します。（（公社）みやぎ被害者支援

センター【団体】） 

2 他都道府県警察

犯罪被害者支援

室との連携 

県民が県外で被害に巻き込まれた際には、当該都道府県警察

犯罪被害者支援室から犯罪被害者等の情報や事件概要等の情

報を受けられるよう連携を図りながら支援ニーズの抽出を行

います。（警務課【警察】） 

3 国外犯罪被害弔

慰金等支給制度

の運用 

日本国外における犯罪行為により亡くなられた方のご遺族

又は障がいが残った犯罪被害者に対して、弔慰金、見舞金を支

給します。（警務課【警察】） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的施策 11 

県民が県外で発生した犯罪等の被害を受けた場合等の支援（第 22 条） 



23 

 

【現状と課題】 現在、県内の各団体において、犯罪被害者等のための支援が行われていま

すが、その施策の効果は、県民の理解・協力が得られなければ十分に発揮さ

れません。また、犯罪被害者等は、地域社会において配慮・尊重され、支え

られることで初めて平穏な生活を回復することができることから、犯罪被

害者等のための取組の実施と県民の理解・協力は車の両輪であると考えら

れ、双方の効果的な推進が課題となっています。 

【施策の方向】 犯罪被害者等の現状と心情の理解、犯罪被害後に受ける二次的被害の実

態、支援の必要性等について普及啓発を行うとともに、自他を大切にする教

育活動の充実を通じ、県民の犯罪被害者等に対する理解促進に努めます。 

 また、各自治体における犯罪被害者等支援制度の運用に関する実態調査

及び検証を行うことで、犯罪被害者等のニーズを反映した支援の提供に努

めます。 

【具体的施策】 

No. 施策名 施策の概要 

1 人権教室等によ

る人権啓発活動 

学校等において、子供たちに思いやりの心や命の大切さを体

得することを目的とした人権教室や、「社会を明るくする運動」

の啓発等を実施します。（社会福祉課【県】、こども若者相談

支援センター【仙台市】） 

2 「命を大切にす

る教育」等の実施 

各学校において、犯罪被害者等による講演会や命の大切さを

テーマとした作文コンクールを開催・周知するほか、社会にお

ける自己の役割を考えさせ、被害者や加害者も出さない街づく

りについて学ぶ等の志教育を推進するなどして、児童、生徒の

犯罪被害者等への理解の向上を図ります。（私学・公益法人課、

義務教育課【県】、教育相談課【仙台市】、警務課【警察】） 

3 DV 防止啓発事

業 

DV 及びデート DV の防止啓発リーフレット等を作成、配布

するほか、デート DV 防止及び性教育に関する出前講座を実施

します。（子ども・家庭支援課【県】、男女共同参画課【仙台

市】） 

4 自他を大切にす

る学校教育の取

組 

全ての特別支援学校において、自他を大切にする心の教育等

を行うよう指導するほか、SNS での犯罪被害・加害について、

具体例を出して指導するよう各学校に周知します。（特別支援

教育課【県】） 

 

基本目標 4 県民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組 

基本的施策 12  学校における教育の実施（第 20 条） 



24 

 

No. 施策名 施策の概要 

5 教育機関への講

師派遣 

教育機関からの依頼に応じて、犯罪被害等に関する講師派遣

を行うとともに、犯罪被害者支援活動に対する理解を深めるた

めの広報活動等参加への働きかけを促進します。（（公社）み

やぎ被害者支援センター【団体】） 

6 防犯教室等の実

施 

各学校等において、子供の犯罪被害防止のための防犯教室、

非行防止・犯罪被害防止教室、交通安全教室等を実施します。

（県民安全対策課、少年課、交通指導課【警察】） 

 

【具体的施策】 

No. 施策名 施策の概要 

1 「犯罪被害者週

間」に合わせた各

事業の実施 

関係機関との協働により、「犯罪被害者週間」に合わせた「県

民のつどい公開講演会」の開催、「被害者等の声と支援のパネ

ル展」の開催、街頭キャンペーン等による広報・啓発活動を実

施し、県民の犯罪被害者支援に係る理解の促進に努めます。（共

同参画社会推進課【県】、（公社）みやぎ被害者支援センター

【団体】、警務課【警察】） 

2 被害者支援制度

等についての理

解促進等 

庁舎内におけるリーフレットの配架、窓口における案内、広

報誌やホームページ、ラジオ放送等により、一般的な被害者支

援制度や、各機関が取り組んでいる支援施策の理解促進を進め

ます。【各機関】 

3 「公共交通事故

被害者等支援フ

ォーラム」の開催 

公共交通事業者等を対象としたフォーラムを開催し、被害者

支援の重要性の啓発と支援計画策定の促進を図ります。（東北

運輸局【国】） 

4 性被害防止啓発

等 

児童生徒の性被害防止に寄与するため、性教育推進連絡協議

会等や性教育研究大会へ参画しながら、啓発活動・研修会等の

事業を推進します。（（公社）宮城県医師会【団体】） 

5 精神保健福祉の

普及啓発 

精神保健福祉を取り上げた機関誌「みやぎ」、広報誌「心と

こころ」を発行するほか、精神保健福祉に関する問題を取り上

げた地域講演会を行い、正しい知識の普及啓発に取り組みま

す。（（公社）宮城県精神保健福祉協会【団体】） 

6 交通事故被害者

についての理解

促進等 

キャンペーンの実施や作品を展示したギャラリーの設置に

より、交通事故被害者に対する理解促進を図ります。（（独）

自動車事故対策機構仙台主管支所【団体】、交通指導課【警察】） 

 

基本的施策 13  普及啓発（第 25 条） 
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No. 施策名 施策の概要 

7 少年非行・犯罪等

防止のための広

報啓発 

少年非行や犯罪被害の現状について、少年警察関係機関に広

報啓発を行います。（少年課【警察】） 

8 消費生活に関す

る啓発 

消費者啓発チラシ・リーフレットを配布する等、各種媒体を

活用した消費者被害防止の啓発を実施するほか、学校における

消費者教育講座、各種研修等を行います。【施策 9 に関連】（消

費生活センター【県、仙台市】） 

 

【具体的施策】 

No. 施策名 施策の概要 

1 市町村に対する

実態調査の実施 

市町村に対し、被害者支援の体制や制度等に関する実態調査

を実施します。（共同参画社会推進課【県】、（公社）みやぎ

被害者支援センター【団体】） 

2 「命の大切さを

学ぶ教室」の受講

効果調査の実施 

「命の大切さを学ぶ教室」を受講する中学生を対象とし、受

講生に対する事前の説明・動機付け、受講後のケア及び効果の

検証を目的としたアンケート調査を実施します。【施策 12 に

関連】（警務課【警察】） 

3 性犯罪被害者協

力医療機関に向

けたアンケート

の実施 

性犯罪被害者支援体制の充実に向け、機関の意向や実態を把

握することを目的としたアンケートを実施します。（共同参画

社会推進課【県】） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的施策 14  調査研究（第 26 条） 
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宮城県犯罪被害者等支援条例（抜粋） 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この条例は、犯罪被害者等のための施策に関し、基本理念を定め、並びに県、市町

村、県民、事業者及び民間支援団体の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等のため

の施策の基本となる事項を定めること等により、犯罪被害者等のための施策を総合的か

つ計画的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の回復又は軽減及び犯罪被害者等

の生活の再建を図ること並びに犯罪被害者等を社会全体で支え、誰もが安全に安心して

暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

一 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。 

二 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。 

三 犯罪被害者等のための施策 犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、

再び平穏な生活を営むことができるように支援し、及び犯罪被害者等がその被害に係

る刑事に関する手続に適切に関与することができるようにするための施策をいう。 

四 再被害 犯罪被害者等が、当該犯罪等の加害者から再び被害を受けることをいう。 

五 二次的被害 犯罪被害者等が、犯罪等による被害を受けた後に、周囲の者による理解

又は配慮に欠けた言動、インターネット等を通じて行われる誹謗中傷、報道機関による

過剰な取材等により、受ける精神的な苦痛、身体の不調その他の被害をいう。 

六 民間支援団体 犯罪被害者等早期援助団体（犯罪被害者等給付金の支給等による犯

罪被害者等の支援に関する法律（昭和五十五年法律第三十六号）第二十三条第一項の団

体をいう。）その他の犯罪被害者等の支援を主たる目的として適切に行う民間の団体を

いう。 

（基本理念） 

第三条 犯罪被害者等のための施策は、次の各号に掲げる事項を基本理念とし、犯罪被害者

等の立場に立って適切に推進されなければならない。 

一 犯罪被害者等は、個人としての尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障

される権利が尊重されること。 

二 犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害

者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われるとともに、再被害及び

二次的被害が生じることのないよう十分に配慮されること。 

三 犯罪被害者等が日常生活を平穏に営み、安心して暮らすことができるよう、一人ひと

りに寄り添った必要な支援が途切れることなく提供されること。 
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四 国、県、市町村その他の関係行政機関、民間支援団体等による相互の連携及び協力の

もとに推進されること。 

（県の責務） 

第四条 県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、国、市町

村その他の関係行政機関、民間支援団体等との適切な役割分担を踏まえ、犯罪被害者等の

ための施策を総合的かつ計画的に推進する責務を有する。 

２ 県は、市町村が犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進できるよう、必要

な情報の提供及び助言その他の支援を行うものとする。 

（市町村の責務） 

第五条 市町村は、基本理念にのっとり、国、県その他の関係行政機関、民間支援団体等と

の適切な役割分担を踏まえ、当該地域の状況に応じた施策を推進するとともに、県が実施

する犯罪被害者等のための施策の推進に協力するよう努めるものとする。 

（県民の責務） 

第六条 県民は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等

のための施策の推進の必要性について理解を深め、再被害及び二次的被害が生じること

のないよう十分配慮するとともに、県が実施する犯罪被害者等のための施策の推進に協

力するよう努めるものとする。 

（事業者の責務） 

第七条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者

等のための施策の推進の必要性について理解を深め、県が実施する犯罪被害者等のため

の施策の推進に協力するよう努めるものとする。 

（民間支援団体の責務） 

第八条 民間支援団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪

被害者等のための施策の推進の必要性について理解を深め、犯罪被害者等の支援に関す

る専門的な知識及び経験を活用するとともに、県が実施する犯罪被害者等のための施策

に協力するよう努めるものとする。 

（犯罪被害者等支援計画） 

第九条 知事は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推

進するため、犯罪被害者等支援計画（以下「支援計画」という。）を定めるものとする。 

２ 支援計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 犯罪被害者等のための施策の基本的な考え方 

二 犯罪被害者等のための施策に係る役割分担及び連携に関する事項 

三 犯罪被害者等のための施策に係る具体的な取組 

四 前三号に掲げるもののほか、犯罪被害者等のための施策を推進するために必要な事

項 

３ 知事は、支援計画の策定に当たっては、県民の意見を反映することができるよう必要な
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措置を講じなければならない。 

４ 知事は、支援計画を定めたときは、速やかにこれを公表するものとする。 

５ 前二項の規定は、支援計画の変更について準用する。 

（財政上の措置） 

第十条 県は、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ効果的に推進するため、必要な財政

上の措置を講ずるものとする。 

第二章 基本的施策 

（相談及び情報の提供等） 

第十一条 県は、犯罪被害者等が日常生活を平穏に営むことができるようにするため、犯罪

被害者等が直面している各般の問題に係る相談への対応、必要な情報の提供及び助言、犯

罪被害者等の支援に精通している者の紹介その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（安全の確保） 

第十二条 県は、犯罪被害者等が更なる犯罪等により被害を受けることを防止し、その安全

を確保するため、一時保護、施設への入所による保護、防犯に係る指導、犯罪被害者等が

その被害に係る刑事に関する手続に証人等として関与する場合における特別措置、犯罪

被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他の必要な施策を講ずるものとする。 

２ 県は、犯罪被害者等の保護、その被害に係る刑事事件の捜査又は公判等の過程において、

名誉、生活の平穏、犯罪被害者等の人権等に十分な配慮がなされ、犯罪被害者等の負担が

軽減されるよう、犯罪被害者等の心身の状況、その置かれている環境等に関する理解を深

めるための訓練及び啓発、専門的知識又は技能を有する職員等の配置その他の必要な施

策を講ずるものとする。 

（居住の安定） 

第十三条 県は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の

居住の安定を図り、並びに再被害及び二次的被害を防止するため、犯罪被害者等の一時的

な利用のための住居の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（雇用の安定） 

第十四条 県は、犯罪被害者等の雇用の安定を図り、並びに再被害及び二次的被害を防止す

るため、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。 

一 事業者に対し、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性に

ついて理解を深める啓発を行うこと。 

二 犯罪被害者等に対し、自らの雇用を守るために活用できる制度の理解を深める啓発

を行うこと。 

（損害賠償の請求に関する支援） 

第十五条 県は、犯罪等による被害に係る損害賠償の請求の適切かつ円滑な実現を図るた

め、犯罪被害者等の行う損害賠償の請求についての援助、損害賠償の請求について、その

被害に係る刑事に関する手続との有機的な連携を図るための制度の拡充その他の必要な
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施策を講ずるものとする。 

（経済的負担の軽減） 

第十六条 県は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害

者等に対する経済的な助成に関する情報の提供、助言その他の必要な施策を講ずるもの

とする。 

（保健医療サービス及び福祉サービスの提供） 

第十七条 県は、犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により心身に受けた影響からの

回復を図るため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービス

が提供されるよう必要な施策を講ずるものとする。 

（民間支援団体等に対する支援） 

第十八条 県は、民間支援団体その他犯罪被害者等の支援を行う者が適切かつ効果的に犯

罪被害者等の支援を推進することができるよう、県が実施する犯罪被害者等のための施

策に関する情報の提供、助言その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（人材の育成） 

第十九条 県は、犯罪被害者等のための施策の充実を図るため、相談、助言及び日常生活の

支援等を担う従事者を育成するための研修の実施その他の必要な施策を講ずるものとす

る。 

（学校における教育の実施） 

第二十条 県は、学校の設置者等と連携し、児童、生徒、学生等に対して犯罪被害者等が置

かれている状況、犯罪被害者等のための施策の必要性並びに再被害及び二次的被害の防

止の重要性について理解を深めるための教育その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（被害が潜在化しやすい犯罪被害者等に対する支援） 

第二十一条 県は、自ら被害を訴えることが困難で被害が潜在化しやすい犯罪被害者等で

ある子ども、障がい者、高齢者、性犯罪・性暴力被害者、配偶者からの暴力による被害者

等が、被害を認識し、被害に応じた相談ができるようにするため、体制の確立、支援のた

めの環境づくり、わかりやすい広報その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（県民が県外で発生した犯罪等の被害を受けた場合等の支援） 

第二十二条 県は、県民が県外（国外を含む。）で発生した犯罪等により被害を受けた場合

には、国、市町村その他の関係行政機関、民間支援団体等と連携して、当該犯罪等による

犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供、助言そ

の他の必要な施策を講ずるものとする。 

２ 前項の規定は、県内に住所を有しない者又は居住していない者が県内で発生した犯罪

等により被害を受けた場合に準用する。 

第三章 推進体制 

（宮城県犯罪被害者等支援審議会の設置） 

第二十三条 県は、基本理念にのっとり、支援計画及び犯罪被害者等のための施策の重要事
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項を審議するため、宮城県犯罪被害者等支援審議会（以下「支援審議会」という。）を設

置する。 

２ 支援審議会は、知事が任命する委員十人以内で組織する。 

３ 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

５ 支援審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

６ 会長は、会務を総理し、支援審議会を代表する。 

７ 会長に事故があるときは、副会長が、その職務を代理する。 

８ 前各項に定めるもののほか、支援審議会の運営に関し必要な事項は、会長が支援審議会

に諮り定める。 

（宮城県犯罪被害者等支援連絡協議会の設置） 

第二十四条 県は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等のための施策及び具体的な事業を総

合的かつ効果的に調整するため、宮城県犯罪被害者等支援連絡協議会（以下「支援連絡協

議会」という。）を設置する。 

２ 支援連絡協議会は、関係行政機関及び民間支援団体等をもって構成する。 

第四章 普及啓発 

（普及啓発） 

第二十五条 県は、犯罪被害者等のための施策の推進の重要性について、広く県民の理解を

得るよう努めるとともに、県民の犯罪被害者等のための施策への参画を促進するための

普及啓発に努めるものとする。 

２ 犯罪被害者等支援関連の週間は、十一月二十五日から十二月一日までとする。 

（調査研究） 

第二十六条 県は、犯罪被害者等の支援に関し必要な調査研究を行い、その成果の普及に努

めるものとする。 

第五章 雑則 

（個人情報の適切な管理） 

第二十七条 県は、犯罪被害者等支援における個人情報の重要性を認識し、犯罪被害者等及

びその関係者の個人情報を適切に管理するものとする。 

（年次報告及び公表） 

第二十八条 知事は、毎年度、支援計画に基づき実施した犯罪被害者等のための施策の取組

状況について、議会に報告するとともに、これを公表するものとする。 

（委任） 

第二十九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項については、

県が別に定めるものとする。 

附 則 



31 

 

（施行期日） 

１ この条例は、令和六年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に改正前の宮城県犯罪被害者支援条例第九条の規定により策定

されている犯罪被害者支援推進計画は、改正後の宮城県犯罪被害者等支援条例第九条の

規定により策定された支援計画とみなす。 

（附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

３ 附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和二十八年宮城

県条例第六十九号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 
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宮城県犯罪被害者等支援審議会委員 
 

 

大坂
おおさか

 純
じゅん

 精神保健福祉士（東北こども福祉専門学院副学院長） 

 

小原
お ば ら

 聡子
あ き こ

 精神科医師（宮城県精神保健福祉センター所長） 

 

小山
お や ま

 政
まさ

明
あき

 報道関係者（元 NHK 福島放送局副局長） 

 

佐々木
さ さ き

 悦子
え つ こ

 産婦人科医師（佐々木悦子産科婦人科ｸﾘﾆｯｸ院長） 

宮城県医師会常任理事 

公益社団法人みやぎ被害者支援センター副理事長 

 

菅原
すがわら

 壽子
ひ さ こ

 保護司（仙台保護観察所） 

 

竹田
た け だ

 英子
え い こ

 地域ボランティア（宮城県少年補導員協会会長） 

 

堀
ほり

毛
け

 裕子
ひ ろ こ

 公認心理師・臨床心理士（東北学院大学名誉教授） 

 

松本
まつもと

 文弘
ふみひろ

 教育関係者（仙台大学学長特別補佐） 

 

翠川
みどりかわ

 洋
ひろし

 弁護士（官澤綜合法律事務所）            

公益社団法人みやぎ被害者支援センター理事 

八島
や し ま

 定敏
さだとし

 犯罪被害者遺族 

５０音順 
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宮城県犯罪被害者等支援連絡協議会構成機関・団体 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 宮城刑務所

仙台市

34 市民局市民活躍推進部男女共同参画課

2 東北少年院 35 市民局生活安全安心部市民生活課

3 青葉女子学園 36 市民局生活安全安心部消費生活センター

4 仙台地方検察庁 37 健康福祉局地域福祉部保護自立支援課

5 法務省仙台矯正管区 38
健康福祉局障害福祉部
　精神保健福祉総合センター

6 法務省仙台法務局人権擁護部 39
こども若者局こども家庭部
　こども家庭保健課

7 法務省東北地方更生保護委員会 40
こども若者局こども若者支援部
　こども若者相談支援センター

8 法務省仙台保護観察所 41 こども若者局児童相談所

9 厚生労働省宮城労働局 (10) 42 文化観光局交流企画課

10 国土交通省東北運輸局 43 教育局学校教育部教育相談課

(12) 11 第二管区海上保安本部 44
公益社団法人
　宮城県医師会

12 宮城海上保安部 45
公益社団法人
　宮城県精神保健福祉協会

宮城県

13 総務部私学・公益法人課 46
公益財団法人
　宮城県暴力団追放推進センター

14 企画部地域交通政策課 47
公益社団法人
　みやぎ被害者支援センター

15 環境生活部共同参画社会推進課 48
社会福祉法人
　宮城県社会福祉協議会

16
環境生活部消費生活・文化課
消費生活センター

49
社会福祉法人
　仙台市社会福祉協議会

17 保健福祉部社会福祉課 50
社会福祉法人
　仙台いのちの電話

18 保健福祉部長寿社会政策課 51
独立行政法人
　自動車事故対策機構仙台主管支所

19 保健福祉部子ども・家庭支援課 52 東北大学病院精神科

20 保健福祉部障害福祉課 53 宮城県警察医会

21 保健福祉部精神保健推進室 54 宮城県医療ソーシャルワーカー協会

22 中央児童相談所 55 仙台弁護士会

23 北部児童相談所 56 日本司法支援センター宮城地方事務所

24 東部児童相談所 57 宮城県臨床心理士会

25 女性相談支援センター (16) 58 宮城県市長会

26 精神保健福祉センター 59 宮城県町村会

27 経済商工観光部雇用対策課 事業者 60
公益社団法人
  宮城県宅地建物取引業協会

28 経済商工観光部国際政策課 (2) 61 宮城県葬祭業協同組合

29 土木部住宅課 62 警務部警務課

30 教育庁義務教育課 63 生活安全部生活安全企画課

31 教育庁高校教育課 64 生活安全部県民安全対策課

(21) 32 教育庁特別支援教育課 65 生活安全部少年課

33 労働委員会事務局審査調整課 66 刑事部捜査第一課

67 刑事部捜査第三課

(8) 68
刑事部組織犯罪対策局
　組織犯罪対策第一課

69 交通部交通指導課

６９機関・団体

警

察

本

部

団

体

等

仙

台

市

宮

城

県

国

合計
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宮城県犯罪被害者等支援計画用語集 
 
 本計画に記載している用語について解説します。 

 

用語 解説 頁 

指定被害者支援要員

（していひがいしゃ

しえんよういん） 

専門的な被害者支援が必要とされる事案が発生したと

きに、被害者への付添い、ヒアリング、説明等を行うため、

事件発生直後における被害者支援活動を行う捜査員とは

別に指定された警察職員のこと。 

20 

働き方・休み方改善ポ

ータルサイト（はたら

きかた・やすみかたか

いぜんぽーたるさい

と） 

企業が自社の社員の働き方・休み方の見直しや、改善を

行うのに役立つ情報を提供する目的で厚生労働省により

設置されたサイトのこと。 

15 

犯罪被害者等早期援

助団体（はんざいひが

いしゃとうそうきえ

んじょだんたい） 

「犯罪被害等を早期に軽減するとともに、犯罪被害者等

が再び平穏な生活を営むことができるように支援するこ

とを目的として設置され、犯罪被害者支援に関する事業を

適正かつ確実に行うことができると認められる営利を目

的としない法人」であって、その事業を行う者として、都

道府県公安委員会から指定を受けた団体のこと。宮城県に

おいては、（公社）みやぎ被害者支援センターが公安委員会

から標記団体に指定されている。 

19 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


